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主 文 

１ 原告の請求をいずれも棄却する。 

２ 訴訟費用は原告の負担とする。 

事 実 及 び 理 由 

第１ 請求 5 

 １ 不当利得返還請求（主位的請求）又は国税通則法５６条１項に基づく還付金

等の返還請求（予備的請求） 

   被告は，原告に対し，７３４２万７３００円及びうち１３０６万円に対する

平成１５年８月１２日から，うち１６０万円に対する平成１５年９月２２日か

ら，うち３２１５万円に対する平成２６年１１月７日から，うち２６６１万円10 

に対する平成２７年１月２５日から，それぞれその還付のための支払決定の日

又はその充当の日まで，平成１８年１２月３１日までは年４．１％の割合，平

成１９年１月１日から同年１２月３１日までは年４．４％の割合，平成２０年

１月１日から同年１２月３１日までは年４．７％の割合，平成２１年１月１日

から同年１２月３１日まで年４．５％の割合，平成２２年１月１日から平成２15 

５年１２月３１日までは年４．３％の割合，平成２６年１月１日から同年１２

月３１日までは年１．９％の割合，平成２７年１月１日から平成２８年１２月

３１日までは年１．８％の割合，平成２９年１月１日から同年１２月３１日ま

では年１．７％の割合，平成３０年１月１日から同年１２月３１日までは年１．

６％の割合，平成３１年１月１日以降は年７．３％の割合又は租税特別措置法20 

９３条２項に規定する特例基準割合（ただし，当該特例基準割合に０．１％未

満の端数があるときは，これを切り捨てる。）のいずれか低い割合を乗じて計

算した各金額を合計した金員（ただし，その合計金額につき１００円未満の端

数があるときは，その端数金額を切り捨てたもの。）を支払え。 

 ２ 国家賠償請求 25 

  被告は，原告に対し，７３４２万７３００円及びうち１３０６万０２００円
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に対する平成１５年７月１１日から，うち１６０万１４００円に対する同年８

月２１日から，うち３２１５万５５００円に対する平成２６年１０月６日から，

うち２６６１万０２００円に対する同年１２月２４日から各支払済みまで年

５％の割合による金員を支払え。 

第２ 事案の概要 5 

  本件は，被相続人が所有していた土地を相続して相続税の納税を猶予されて

いた原告が，Ｏ税務署長から，当該土地の一部を転用しあるいは交換に供した

ことが，租税特別措置法が定める納税猶予期限の確定事由である「譲渡等」に

該当し，納税猶予期限が確定したとして，被相続人の相続に係る相続税本税，

利子税及び延滞税（以下「本件相続税等」という。）の納付を求められ，これ10 

を納付したものの，当該土地の一部の転用あるいは交換は「譲渡等」に該当せ

ず，被告は，主位的には法律上の原因なく本件相続税等を利得した，予備的に

はこれによって誤納金が発生したとして，主位的には不当利得返還請求権（民

法７０３条），予備的には還付金等請求権（国税通則法５６条１項）に基づき，

上記第１の１の金額及びこれに対する国税通則法及び租税特別措置法所定の還15 

付加算金の支払を求め，又は，これらの請求とは選択的に，Ｏ税務署長の「譲

渡等」に関する解釈が違法であったとして，国家賠償請求権（国家賠償法１条

１項）に基づき，上記第１の２の金額及びこれに対する民法所定の年５％の割

合の遅延損害金の支払を求めた事案である。 

１ 関係法令等の定め 20 

別紙１「関係法令等の定め」のとおりである。このうち，改正前措置法とは，

平成７年法律第５５号による改正前の租税特別措置法をいい（なお，上記法改

正の前後を問わない場合は，単に「措置法」という。），措置法施行令とは，

平成７年政令第１５８号による改正前の租税特別措置法施行令をいう。また，

以下においては，「租税特別措置法（相続税法の特例関係）の取扱いについて」25 

を「措置法通達」といい，「所得税基本通達」を「所基通」という。 



3 

 

２ 前提事実 

⑴  原告の父であるＰ（以下「亡Ｐ」という。）は，個人で農業を営んでいた

ところ，平成▲年▲月▲日，死亡した。亡Ｐの法定相続人は，農業を営んで

いないＱ，Ｒ，Ｓ（以下「Ｑら」という。）及び農業を営んでいる原告であ

った。 5 

亡Ｐは，平成５年１１月１８日，遺産の全部を原告に相続させる旨の公正

証書遺言（以下「本件遺言」という。）をした。 

（甲６，乙３９） 

⑵ア 原告は，亡Ｐを相続したことによって納付すべき相続税額が４７７８万

円と算定されたものの，被相続人であるＰの農業相続人（改正前措置法７10 

０条の６第１項）であったことから，平成６年１２月９日，Ｏ税務署長に

対し，「納税猶予の適用を受ける特例農地等の明細書」を添付した上で，

別紙２「特例農地等目録」記載の農地について納付すべき相続税額及び納

税猶予税額を４７７８万円と記載した相続税の申告書を提出し，同項に基

づき，相続税の納税を猶予された（以下，同目録記載の農地を番号順に，15 

「本件農地１」ないし「本件農地６」，「旧本件農地７」及び「本件農地

８」といい，旧本件農地７につき，下記⑸における分筆後の残地を「本件

農地７」，旧本件農地７から分筆された農地を「本件農地９」，旧本件農

地７を含めた本件農地１ないし本件農地８を「旧本件各農地」，本件農地

７を含めた本件農地１ないし本件農地９を「本件各農地」という。）。 20 

亡Ｐの相続開始時点において，同項に規定する「特例農地等」（以下，

単に「特例農地等」という。）の相続税の納税猶予対象となった旧本件各

農地の面積の合計は，９万９５５９㎡であった（別紙２「特例農地等目録」

の①欄参照）。 

（甲６，１８） 25 

 イ 原告は，平成１０年１１月１６日，平成１２年１２月２８日，平成１５



4 

 

年１２月１２日頃，平成１８年２月２８日，平成２１年１２月１１日，平

成２４年１２月１０日，Ｏ税務署長に対し，措置法の規定に基づき，「相

続税の納税猶予の継続届出書」（以下「継続届出書」という。）を提出し

た。 

原告は，各継続届出書において，措置法７０条の６第１項の規定による5 

相続税の納税の猶予を引き続き受けたいこと及び納税の猶予を受けた相続

税額を記載するとともに，平成１５年１２月１２日頃以降に提出された各

継続届出書には，これらの事項に加えて，「特例農地等」の「譲渡等」（同

項１号に定めるもの）をしたために既に猶予期限が確定した（又は確定し

納付した）相続税額及び引き続き納税の猶予を受けたい相続税額も記載し10 

た。 

（甲１５の１～６，乙５の１～６） 

⑶ 原告は，本件遺言に基づき，亡Ｐの遺産の全部を相続したところ，Ｑらは，

自己の遺留分が侵害されているとして，平成６年１０月１７日，原告に対し，

遺留分減殺の意思表示をした。 15 

  Ｑらは，平成８年頃，原告を相手方とする遺留分減殺請求訴訟を釧路地方

裁判所北見支部に提起したところ，同裁判所は，平成１０年２月１７日，旧

本件各農地について，平成６年１０月１７日遺留分減殺を原因とする持分８

分の１の所有権移転の各登記手続をすること等を命じる内容の判決をした。 

  Ｑらは，この判決により，旧本件各農地について，いずれも持分合計８分20 

の３の所有権を取得し，平成１０年６月８日，その旨の所有権一部移転登記

がされた。その結果，原告が所有する旧本件各農地の面積合計は，６万２２

２４．３７５㎡に減少した（別紙２「特例農地等目録」の②欄参照）。 

 Ｏ税務署長は，上記の遺留分減殺の結果を受けて，平成１１年７月５日，

原告に対し，原告の相続税額を４２３７万４４００円とし，納税猶予額を４25 

１３４万４８００円とする更正処分をした。 



5 

 

（甲９の１～８，乙２，３１の１，３９，４０） 

⑷ 原告は，平成１０年３月４日，北海道知事に対し，農地法４条に基づき，

本件農地３のうち４１７２㎡及び本件農地４のうち３２４７㎡の合計７４１

９㎡（うち原告の持分８分の５に相当する部分は４６３６．８７５㎡）につ

いて，営農規模を拡大し，経営の安定合理化を進めたいことを理由とし，土5 

地造成の上，牛舎及び堆肥盤（以下「本件施設」という。）を建築する目的

で転用すること（以下「本件転用」という。）の許可の申請をしたところ，

北海道知事は，同年４月２７日，原告に対し，本件転用を許可し，原告の長

男であるＴの所有名義に係る本件施設が建築された。本件転用に係る許可申

請書（甲１０の１）には，本件施設の所有者及びその敷地利用に係る法律関10 

係についての記載はない。 

本件転用に係る農地の面積が，原告が所有する旧本件各農地の面積に占め

る割合は，約７．４５％（４６３６．８７５㎡÷６万２２２４．３７５㎡×

１００）であった（別紙２「特例農地等目録」の③欄参照）。 

（甲８，１０の１，１８〔写真３〕，１９〔別紙８〕） 15 

⑸ 旧本件農地７は，平成１２年１０月２７日，本件農地７と本件農地９に分

筆された（別紙２「特例農地等目録」の④欄参照。甲９の７の１・２，乙３

１の１）。 

⑹ 原告は，平成１２年１２月２１日，北海道知事に対し，農地法４条に基づ

き，本件農地３のうち６３７㎡（うち原告の持分８分の５に相当する部分は20 

３９８．１２５㎡）について，貯留槽を建築する目的で転用すること（以下

「別件転用」という。）の許可の申請をしたところ，北海道知事は，平成１

３年２月２１日，原告に対し，別件転用を許可し，貯留槽が建築された（別

紙２「特例農地等目録」の⑤欄参照。甲１０の２，甲１８〔写真３〕，２０

〔別紙７〕）。 25 

⑺ 原告は，平成１３年１２月１８日，釧路地方裁判所北見支部に係属してい
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た訴訟において，Ｑらとの間で，訴訟上の和解（以下「本件和解」という。）

をした。 

その内容は，①本件農地９に係る原告の共有持分と本件農地１ないし本件

農地８を含む土地に係るＱらの共有持分とを交換すること（以下「本件交換」

という。），②Ｑらは，原告に対し，本件農地１ないし本件農地８を含む土5 

地の各共有持分について，同日付け交換を原因とする所有権移転登記手続を

すること，③原告は，Ｑらに対し，本件農地９の各共有持分につき，同日付

け交換を原因とする所有権移転登記手続をすること，④原告は，Ｑらに対し，

本件交換の清算金を支払うことなどである。 

本件交換の結果，本件農地１ないし本件農地８に係るＱらの共有持分は，10 

原告に対して全部移転され，また，本件農地９に係る原告の共有持分は，Ｑ

ら３人に対して全部移転されたところ，いずれの共有持分の移転についても，

同日付けの持分放棄を原因として共有持分全部移転登記がされた（なお，登

記受付日は，本件農地１ないし本件農地８については平成１４年２月２６日

であり，本件農地９については同年１月１６日である。）。本件和解によっ15 

てＱらに移転した本件農地９の面積は８８４８．７５㎡であり，その面積が

原告の所有する旧本件各農地の面積に占める割合は，約１４．２２％（８８

４８．７５㎡÷６万２２２４．３７５㎡×１００）であった（別紙２「特例

農地等目録」の⑥欄参照）。  

（甲８，９の１～８，１１，乙３１の１） 20 

⑻ Ｏ税務署長は，平成１５年６月３０日付けで，原告に対し，「猶予期限が

確定した相続税額の通知書」（以下「本件通知書１」という。）を送付し，

本件交換が改正前措置法７０条の６第１項１号の「譲渡等」（以下，単に「譲

渡等」という。）に該当し，相続税の納税猶予期限が一部確定し，その猶予

期限は平成１４年３月１８日，猶予期限が確定した相続税本税の金額は９１25 

８万９３００円，利子税額は３８７万０９００円，引き続き納税の猶予がさ
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れる相続税本税の金額は３２１５万５５００円である旨通知した（乙４）。 

  これを受けて，原告は，平成１５年７月１１日，本件相続税等として，相

続税本税９１８万９３００円及びこれに係る利子税３８７万０９００円，同

年８月２１日に延滞税１６０万１４００円の合計１４６６万１６００円を納

付した。 5 

⑼ 原告は，平成２６年１０月６日，相続税の猶予税額のうち，３２１５万５

５００円を納付した。 

⑽ Ｏ税務署長は，同年１１月２６日，原告に対し，本件転用及び別件転用の

各許可によって建築された本件施設及び貯留槽は，原告が所有するものでは

なく，本件転用及び別件転用が「譲渡等」に該当するため，相続税の納税猶10 

予期限の確定事由が存在すること，旧本件各農地のうち，本件転用，別件転

用及び本件交換において「譲渡等」の対象となった面積が，原告が相続税の

納税の猶予を受けていた面積の１００分の２０を超えるに至ったことを理由

として，本件通知書１に係る通知を取り消した（甲７の１。以下「本件取消

通知」という。）。 15 

  その上で，Ｏ税務署長は，同日，原告に対し，「猶予期限が確定した相続

税額の通知書」（以下「本件通知書２」という。）を送付し，本件各農地に

ついて，相続税の納税猶予期限が全部確定し，その猶予期限は平成１４年３

月１８日，猶予期限が確定したことによる本件相続税等の金額は，相続税本

税が４１３４万４８００円，利子税が１７５５万９１００円であって，引き20 

続き納税の猶予がされる相続税本税の金額は０円である旨通知した（甲７の

２）。 

  そして，Ｏ税務署長は，平成２６年１２月１２日，原告に対し，本件通知

書１に係る通知を取り消した結果，上記⑻で原告が納付した本件相続税等１

４６６万１６００円の誤納金が発生したものの，これを相続税の納税猶予期25 

限が確定したことに伴う本件相続税等に充当した旨の通知をした（甲１。以
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下「本件充当通知」という。）。 

⑾ 原告は，上記⑽を受けて，同月２４日，本件相続税等として，相続税本税

４１３４万４８００円，利子税１７４３万１７００円及び延滞税１４６５万

０８００円の合計７３４２万７３００円のうち，既に納付した４６８１万７

１００円（上記⑼の３２１５万５５００円と上記⑽の充当額１４６６万１６5 

００円の合計額）を控除した残額の２６６１万０２００円を納付した。 

⑿ア 原告は，平成２７年２月１３日，Ｏ税務署長に対し，本件充当通知（甲

１）を充当処分と捉えた上で，相続税の納税猶予期限が平成１４年３月１

８日であるため，その徴収権は時効により消滅しているとして，本件充当

通知に係る充当処分の取消しを求める旨の異議申立てをした。これに対し，10 

Ｏ税務署長は，平成２７年５月１１日，原告の異議申立てを棄却する旨の

決定をした。（甲２の１～３，３） 

 イ 原告は，同年６月１０日，国税不服審判所長に対し，本件充当通知に係

る充当処分の取消しを求めて審査請求をしたところ，国税不服審判所長は，

平成２８年３月１７日，審査請求を却下する旨の裁決をした。 15 

国税不服審判所長は，この裁決の中で，上記⑻で原告が納付した本件相

続税等は誤納金に該当しないと判断したところ，これを受けて，Ｏ税務署

長は，同年１１月１０日，原告に対し，本件充当通知（甲１）を取り消す

旨の通知をした。 

（甲４，５，乙１） 20 

 ウ 上記イの裁決を受けて，原告は，同年８月２５日，被告に対し，本件転

用及び本件交換が「譲渡等」に該当しないこと等を理由として，不当利得

返還請求権に基づき，納付した本件相続税等の返還を請求する本件訴訟を

提起したところ，平成２９年３月１日の第２回弁論準備手続期日において，

還付金等請求権（国税通則法５６条１項）に基づく納付した本件相続税等25 

の返還請求を予備的に追加し，平成３０年３月１２日の第８回弁論準備手
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続期日において，納付した本件相続税等を損害とする国家賠償法１条１項

に基づく国家賠償請求を選択的に追加した（国家賠償請求の選択的な追加

は，原告が，同期日において２０１８（平成３０）年２月２０日付け準備

書面⑸を陳述したことによってされた。なお，同期日の調書には，「２０

１８年２月２３日付け準備書面陳述」と記載されているが，当該記載は，5 

同月２０日付け準備書面陳述の誤記と認める。）。 

被告は，同年８月３０日の第１１回弁論準備手続期日において，原告に

対し，国家賠償法１条１項に基づく原告の上記請求権は時効によって消滅

しているとして，消滅時効を援用する旨の意思表示をした。 

３ 争点及びこれに関する当事者の主張 10 

 ⑴ 争点の概略等 

  ア 本件においては，まず，本件転用及び本件交換が「譲渡等」に該当しな

いかが争点となる（争点①）。 

イ 争点①において，本件転用及び本件交換がいずれも「譲渡等」に該当す

る場合，適法な徴収権に基づいて相続税が徴収されてはいるものの，原告15 

が平成２６年に納付した本件相続税等と平成１５年に納付した本件相続税

等の差額分については，相続税の納税猶予期限である平成１４年３月１８

日から５年経過後に納付されたものであり，かかる差額分に係る徴収権が

時効によって消滅していること（国税通則法７２条）になるため，原告が

継続届出書を提出していたことが債務の承認に当たり，原告に対する相続20 

税の徴収権の消滅時効が中断するか（抗弁）が争点となり（争点②），さ

らに，被告が消滅時効の中断の主張をすることが信義則に違反するか（再

抗弁）が争点となる（争点③）。なお，この場合，国家賠償請求について

は，違法かつ過失に基づく徴収行為はないことになる。 

ウ 争点①において，本件転用及び本件交換がいずれも「譲渡等」に該当し25 

ない場合，又は本件転用は「譲渡等」に該当するが，本件交換が「譲渡等」
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に該当しない場合，原告が平成２６年に納付した本件相続税等と平成１５

年に納付した本件相続税等の差額分については，国が不当に利得したこと

になり，不当利得又は誤納金となる。他方，原告が平成１５年に納付した

本件交換に係る本件相続税等の金額については，不当利得又は誤納金とな

るものの，その納付から５年以上が経過していることから，還付請求権の5 

消滅時効（国税通則法７４条，７２条）の期間が経過していることになる

が（抗弁），これに対して，被告が消滅時効の主張をすることが信義則に

違反するか（再抗弁）が争点となる（争点④）。また，この場合，国家賠

償請求の争点は，Ｏ税務署長の過失に基づく違法な徴収行為により，原告

が平成１５年に本件交換に係る本件相続税等を納付し，原告がその納付額10 

相当の損害を被ったか（請求原因，争点⑤），国家賠償請求権の消滅時効

の成否（抗弁，争点⑥）及び被告による国家賠償請求権の消滅時効の援用

が信義則に違反するか（再抗弁，争点⑦）となる。 

エ 争点①において，本件転用が「譲渡等」に該当せず，本件交換が「譲渡

等」に該当する場合，原告が平成２６年に納付した本件相続税等と平成１15 

５年に納付した本件相続税等の差額分については，国が不当に利得したこ

とになり，不当利得又は誤納金となるところ，国家賠償請求との関係では，

かかる差額分がＯ税務署長の過失に基づく違法な徴収行為による原告の損

害といえるか，その消滅時効の成否及び被告による消滅時効の援用が信義

則に違反するかが争点となる（争点⑤ないし⑦と同様である。）。他方，20 

原告が平成１５年に納付した本件交換に係る本件相続税等の金額について

は不当利得及び誤納金とはならず，また，かかる相続税の金額を損害とす

る国家賠償請求についても，Ｏ税務署長の過失に基づく違法な徴収行為は

ないことになる。 

 ⑵ 争点①（本件転用及び本件交換が「譲渡等」に該当しないか）について 25 

（原告の主張） 
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ア 本件転用について 

 本件施設の所有名義人であるＴは，原告の後継者であるところ，原告

の年齢上の問題から，Ｔ名義でなければ本件施設の建築資金の融資を受

けられなかったため，担保権設定の都合上，形式的に本件施設の所有名

義をＴとし，原告がＴから本件施設を賃借する形をとったものである。5 

現に，本件施設の建築資金に係る借入金の返済は，原告からＴに支払わ

れた本件施設の賃借料から支出されている。これらによれば，本件施設

は，実質的には原告の所有に属するものである。 

このような実態に照らすと，形式的には，Ｔが所有する本件施設のた

めに，その敷地利用権として本件農地３及び本件農地４の各一部に使用10 

貸借権が設定されているとみることが可能であるとしても，それを理由

に相続税の納税猶予の利益を失わせることは，

る「特例農地等」に係る相続税の納税猶予制度の目的にそぐわない。 

 加えて，原告が本件農地３及び本件農地４の各一部を使用貸借に供し

たとしても，そのことによって農地の宅地期待益が実現するような利得15 

が発生したわけでもないから，この点からも，「特例農地等」に係る相

続税の納税猶予制度の目的に外れるものではない。 

 そもそも，「特例農地等」に係る相続税の納税猶予制度は，農業継続

の意思がありながら，地価の高騰に伴い，相続によって農地に対する宅

地期待益を含んだ売買価格を基礎として相続税が課税されることによっ20 

て農業継続ができなくなることを防止し，農業経営の近代化と農業後継

者育成を税制面から支援することを目的とする制度である。 

そして，旧本件各農地における営農の主体は一貫して原告であるとこ

ろ，本件転用において本件施設を建築したことも，旧本件各農地での原

告の営農規模の拡大及び合理化を目的としたものであって，他者のため25 

にこれらを建築したわけではない。 
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このことは，本件転用に際して北海道知事がした許可が，農地法５条

ではなく，同法４条に基づくものであって，これを受けて，Ｕ町農業委

員会長が，Ｏ税務署長に対し，「農地等の異動事実の通知書」（甲１４

の１）を送付していることからすれば，Ｔに対する本件農地３及び本件

農地４の各一部に係る使用貸借権の設定は前提とされていないこと，継5 

続届出書に添付されているＵ町農業委員会の証明書（措置法施行規則〔平

成７年省令第３３号による改正前のもの〕２３条の８第１２項１号に基

づくもの）においても，本件農地３及び本件農地４の各一部が，措置法

施行令４０条の７第６項に掲げる施設，すなわち農業相続人の耕作又は

養畜の事業に係る施設の敷地に供している農地として記載されているこ10 

とからも明らかである。 

 これらによれば，本件施設は実質的には原告所有であるということが

できるのであって，本件転用は「譲渡等」の一類型である「転用」には

該当しないというべきである。 

イ 本件交換について 15 

    ａ 本件交換は，本件和解における調書上，交換の形式を採用している

ものの，その実質は，亡Ｐに係る相続の発生に伴って生じた旧本件各

農地の共有状態の解消に当たって，農業相続人である原告においては，

承継すべき農地を確保することを，農業を営んでいないＱらにおいて

は，非農地及び清算金を獲得することを，それぞれ目的として行われ20 

たものである。すなわち，旧本件農地７は，現況が非農地となってい

たことから，旧本件農地７から本件農地９を分筆してこれをＱらが取

得し，分筆後の本件農地７を原告が取得したものであって，まさに共

有物の現物分割というべきものであり，民法上の交換契約又は売買契

約には該当しない。なお，原告がＱらに対して清算金を支払ったのは，25 

Ｑらに対して相続分に応じた代償給付を取得させたためであり，その
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支払があったことによって，本件農地７及び本件農地９に係る原告及

びＱらの所有権取得の法的根拠が共有物の現物分割ではないことにな

るものではない。 

       そして，共有関係にある資産を現物で分割することは，その資産全

体に及んでいた共有持分権をその一部に集約するにすぎず，資産の譲5 

渡による増加益が実現したといえるだけの経済的実態が備わっていな

い。固定資産の交換の場合における譲渡所得の特例について，所得税

法５８条は，譲渡がなかったものとみなす，つまり，譲渡はあったが，

これがないこととするとしているのに対し，所基通３３－１の６も，

共有物の現物分割をした場合，その分割による土地の譲渡はなかった10 

ものとして扱う，つまり，譲渡がそもそも存在しなかったこととして

いるところ，相続税は，所得をどの段階で捕捉し，課税するかを問題

とするものであり，所得税と基本的性格は同一であるから，「譲渡」

の解釈は，所得税法における「資産の譲渡」（所得税法３３条１項）

と同一にすべきであり，本件交換は「譲渡」には該当しないというべ15 

きである。 

     ｂ さらに，「特例農地等」の相続税の納税猶予制度は，農業相続人が

農業を営んでいた被相続人から相続又は遺贈により「特例農地等」を

取得し，当該「特例農地等」を引き続き農業の用に供する場合，当該

「特例農地等」の時価で相続税が課税されると，その相続税の納税の20 

ために営農規模の維持や農業の継続が困難となり，また，民法の定め

る均等相続に基づく遺産分割によって農地が細分化され，農業経営に

支障が生じることから，当該「特例農地等」の恒久的な農地等として

の価額を超える部分に対応する相続税額について，その納税を猶予し，

次の相続又はその事実が生じる前に申告書の提出期限から２０年が経25 

過し，それまでの間，当該「特例農地等」が農業の用に供されてきた
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場合には，その猶予税額を免除することとしたものである。このこと

は，改正前措置法７０条の６第１０項，７０条の４第７項（以下，こ

れらの規定に基づく特例を「買換え特例」という。）の規定からも明

らかである。 

       そうだとすれば，相続税の納税の猶予を受けた相続人の行為によっ5 

て，仮に，形式的には権利の移転が発生していたとしても，そのこと

によって，当該「特例農地等」で，恒久的な農地等としての価額を超

える対価を得ることなく，しかも，「特例農地等」の減少も来さない

場合は，何ら相続税の納税猶予制度の趣旨を潜脱することにはならな

いから，「譲渡」に該当すると解するべきではない。 10 

       本件交換についてみると，旧本件農地７から本件農地９が分筆され，

原告とＱらの間において相互に共有持分を放棄することで共有物の現

物分割を行い，原告が本件農地９の共有持分に概ね相当する地積を取

得することによって本件農地１ないし８を単独所有するに至った。も

っとも，このことによって，原告は，本件農地９の恒久的な農地等と15 

しての価額を超える対価を得たわけではないし，本件各農地の減少を

来したわけでもないから，本件交換は「譲渡」に該当しない。 

 本件交換が「譲渡」に該当するとしても，「代替農地等の取得等に関

する承認申請書」（以下「買換え特例承認申請書」という。）の提出に

係る改正前措置法７０条の６第１０項，７０条の４第７項，措置法施行20 

令４０条の７第１６項は，農地等の譲渡の対価をもって代替農地の取得

を予定している場合に，その内容を申請し，承認されれば，相続税の納

税猶予期限の確定事由としての「譲渡」をなかったことにするというも

のであるから，既に代替農地が明らかになっている本件交換の場合で，

しかも，その過半が同じく「特例農地等」である本件においては，買換25 

え特例承認申請書の提出は不要というべきである。 



15 

 

また，買換え特例承認申請書の提出が必要であるとしても，原告は，

「納税猶予適用農地における所有権の移転についての申立書」（乙３。

以下「本件申立書」という。）及び登記名義変更に関するＯ税務署長か

らの質問に対する回答を提出する中で，本件交換において共有物の現物

分割として本件農地９の共有持分を放棄したと述べた。そして，原告及5 

びＱらが本件和解に先立つ平成１３年１０月２日に連名で提出した本件

申立書には，相続税の納税の猶予を継続して受けることを求める旨が記

載されている上，買換え特例承認申請書の記載事項が含まれていたので

あるから，本件申立書の提出を受けたＯ税務署長としては，原告が引き

続き相続税の納税の猶予の適用を受けることを求めるとの意思を明確に10 

表示していることを認識していたということができる。 

      さらに，本件申立書の提出を受けて，Ｏ税務署長は，同月１０日，本

件農地９の担保を一部解除している。本件交換はこれらを前提としてお

り，本件各農地に係る共有持分の移転登記は，本件和解の履行の結果に

すぎず，Ｏ税務署長は，本件交換が「譲渡」に該当しないことを十分認15 

識していたといえ，また，買換え特例承認申請書を提出すれば，その承

認がされることが確実であったということができる。 

したがって，仮に，一般論として，買換え特例承認申請書の提出が必

要であるといえたとしても，上記のとおり，相続税の納税の猶予を継続

して受けることが明らかな本件申立書が提出されているにもかかわらず，20 

本件交換が「譲渡」に該当するとして相続税の納税猶予期限を確定させ

ようとするのであれば，Ｏ税務署長において，買換え特例承認申請書の

提出を教示する義務があるというべきである。それにもかかわらず，Ｏ

税務署長は，かかる義務を怠った。 

これらによれば，買換え特例承認申請書の提出がないという理由で，25 

相続税の納税猶予期限が確定したと主張することは，信義則上許されな
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い。 

     これらによれば，本件交換は「譲渡」に該当しないし，仮に「譲渡」

に該当するとしても，買換え特例の承認により「譲渡」がなかったもの

とみなされ，又は，被告においては，信義則上，相続税の納税猶予期限

が確定したと主張することはできない。 5 

   ウ 小括 

     以上によれば，旧本件各農地の面積の１００分の２０を超える割合が「譲

渡等」の対象となったことはないから，相続税の納税猶予期限は，未だに

確定していない。 

  （被告の主張） 10 

   ア 本件転用について 

 本件施設は，Ｔが建築主として建築し，所有者として固定資産税を負

担し，所得税の申告に際しては自らの減価償却資産として計上している

から，Ｔが取得，所有しているものである。その上で，Ｔは，原告に対

し，本件施設を有償で賃貸し，賃料収入を得ているのであって，原告が15 

主張するように，本件施設の名義を形式上Ｔとしているにすぎないとは

いえない。 

そして，原告は，本件施設の敷地である本件農地３及び本件農地４の

各一部について，Ｔから賃料収入を得ていないから，Ｔに対し，使用貸

借権を設定したということができる。 20 

 原告は，本件施設の所有者がＴとなっていることについて，融資及び

担保権設定の都合によること，本件施設の建築資金が実質的には原告の

営農収入から支払われていることを理由として，本件転用が「譲渡等」

に該当しないと主張する。しかしながら，Ｔは，本件施設から賃料とい

う収益を得ており，本件施設の名義を形式上Ｔとしているにすぎないと25 

はいえないし，本件施設建築に係る借入金の返済を実質的に原告が行っ
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ているとの主張を裏付ける証拠はない。 

  また，原告は，本件転用に係る使用貸借の存在を観念することが可能

であるとしても，それを理由に相続税の納税猶予分の利益を失わせるこ

とは納税猶予制度の目的にそぐわないとも主張する。しかしながら，「特

例農地等」に係る相続税の納税猶予制度は，農業相続人がその「特例農5 

地等」により農業経営を継続することを前提として設けられたものであ

るところ，農業相続人である原告が「特例農地等」である本件農地３及

び本件農地４の各一部に使用貸借権を設定することは，権利を設定する

「特例農地等」の範囲において，農業相続人である原告の農業の用に供

されていないことになるから，相続税の納税猶予の対象とはならないと10 

いうべきである。 

 これらによれば，本件転用は「譲渡等」に該当する。 

   イ 本件交換について 

    ａ 「譲渡」とは，有償無償を問わず，所有権その他の権利の移転を広

く含む概念で，交換もこれに含まれると解される上，「譲渡」の意義15 

は，文理解釈によるべきであり，「特例農地等」に係る相続税の納税

猶予制度の立法目的及び立法趣旨を考慮し，本件交換が「譲渡」に該

当しないと判断すべきではない。本件和解における文言が「交換」と

いう文言を用いていることからすれば，本件交換は，民法上の交換契

約の履行によるものであって，「譲渡」に該当する。 20 

原告は，本件交換は，共有物の現物分割である旨主張するが，共有

物の現物分割とは，共有物を現実的にそのまま分割する方法のことを

いうのであって，本件交換はこれに当たらない。本件交換以前の事情

を考慮し，原告及びＱらが選択した法形式とは異なり，本件交換が民

法上の交換契約でないとするならば，明確性の求められる課税要件該25 

当性の判断が不明確なものとなってしまいかねない。 
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仮に，本件交換が共有物分割であるとしても，共有物分割は，有償

か無償かは別にして，持分についての権利が移転することから，その

法的性質は，共有者相互間における共有持分の交換又は売買であると

解される。このことは，共有物の現物分割であっても同様であり，共

有持分についての権利の移転が認められる。このことは，資産の増加5 

益の実現という原告の主張とは全く別問題であり，「譲渡」の解釈は，

農業の継続を目的とする相続税の納税猶予という観点から考えるべき

で，所得税法における「資産の譲渡」の解釈とは異なる。 

   ｂ 原告らは，「特例農地等」に係る相続税の納税猶予制度が，農業の

振興や，農地が非農地に転用されることの防止を目的としていること10 

を前提として，恒久的な農地等としての価額を超える対価を得ること

なく，しかも，「特例農地等」の減少も来さない場合は，当該「特例農

地等」について権利の移転があったとしても，「譲渡」には該当しな

いと主張している。 

     しかしながら，相続税は，相続財産をその取得時における時価によ15 

って評価した上でされるところ，農地の評価は，転用許可等の可能性

を踏まえて行われるため，宅地期待益を含んだ評価となりやすいとい

う問題があったことから，「特例農地等」に係る相続税の納税猶予制

度において，かかる評価上の問題を解決しようとしたものであって，

その立法目的には，農業振興及び農地の転用防止による農地の保護と20 

いった点は含まれていない。 

     そして，原告が，本件農地１ないし本件農地８のうち，相続税の納

税猶予の対象となっていないＱらの共有持分８の３を取得したとして

も，それは新たな農地の取得にすぎない。本件農地１ないし本件農地

８のうち，Ｑらの共有持分をも一体として，原告が農業経営の用に供25 

していたとしても，「特例農地等」に係る相続税の納税猶予制度の立
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法目的に農業振興や農地の保護が含まれない以上，「譲渡」の該当性

判断において，原告の本件農地１ないし本件農地８の利用実態を考慮

すべきではない。 

     所得税法５８条では，土地の交換が行われた場合，所得税の確定申告

書に所要の記載をすることを要件として「資産の譲渡」がなかったもの5 

とみなされるが，「特例農地等」について交換が行われた場合には，買

換え特例の承認を受ける必要がある。すなわち，措置法通達７０の６－

３４，７０の４－３３では，固定資産の交換が行われた場合において所

得税法５８条の規定に基づき，所得税の課税上譲渡がなかったものとみ

なされる場合でも，措置法上は「譲渡等」に該当するとされているし，10 

措置法通達７０の６－３４の解説においても，「特例農地等」の交換が

行われた場合，その交換が所得税の課税上譲渡がなかったものとみなさ

れるときであっても，相続税の納税猶予制度上は「譲渡」に該当するた

め，相続税の納税の猶予を受けようとする場合には，買換え特例の承認

を受ける必要があるとされている。 15 

また，原告が本件申立書（乙３）を提出したとしても，本件申立書に

は，買換え特例承認申請書に記載すべき事項は記載されておらず，本件

申立書の記載内容から，Ｏ税務署長において，本件交換が相続税の納税

の猶予を継続して受け得るものであると認識することは不可能である。

さらに，買換え特例承認申請書は，買換え特例の適用を受けようとする20 

者が，自らの選択によって提出するものであり，Ｏ税務署長に買換え特

例承認申請書の提出を教示する義務はないし，仮に原告が買換え特例承

認申請書を提出したとしても，買換え特例の承認がされたことが確実で

あったともいえない。 

     これらによれば，本件交換は「譲渡」に該当する。 25 

   ウ 小括 
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以上によれば，旧本件各農地の面積の１００分の２０を超える割合が「譲

渡等」の対象となったといえるから，相続税の納税猶予期限は，全部確定

している。 

  ⑶ 争点②（原告が継続届出書を提出していたことが債務の承認に当たり，原

告に対する相続税の徴収権の消滅時効が中断するか〔本件転用及び本件交換5 

がいずれも「譲渡等」に該当する場合に問題となる争点〕）について 

  （被告の主張） 

   ア 相続税を含む国税の徴収権は，法定納期限から５年間行使しない場合，

時効によって消滅するが（国税通則法７２条１項），「特例農地等」に係

る相続税の納税の猶予を受けた相続税については，納税の猶予がされてい10 

る期間内は，相続税の徴収権の消滅時効は進行しない（改正前措置法７０

条の６第１８項で準用する同法７０条の４第１５項３号により，国税通則

法７３条４項中「延納」とあるのは，「延納（租税特別措置法７０条の６

第１項の規定による納税の猶予を含む。）」と読み替えられることによる。）。 

そして，国税の徴収権に係る時効の中断事由には，債務の承認も含まれ15 

るところ（国税通則法７２条３項，民法１４７条３号），債務の承認とは，

権利の存在の認識を表示することであり，相手方の権利を消滅させようと

する効果意思及び時効期間経過の認識を必要とせず，承認の方法は明示黙

示を問わないものと解される。 

      これを継続届出書についてみると，そもそも，継続届出書を求める趣旨20 

は，農業相続人の相続税の納税の猶予を継続して受ける意思を確認し，「特

例農地等」の異動関係等を把握し，国の租税債権の管理を的確化する点に

あるところ，継続届出書には，引き続き納税の猶予を受けたい旨のほか，

納税猶予分の相続税の額等が記載されていることから，農業相続人が納税

の猶予を受けている相続税額の存在を認識し，表示したものと解すべきで25 

ある。 
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      したがって，原告は，継続届出書を提出することによって，自らが「特

例農地等」の納税の猶予を受けている相続税額の存在を認識し，表示して

いるといえる。 

      また，原告は，継続届出書においては，相続税の納税の猶予を受け，徴

収権の消滅時効が進行しない租税債権と，相続税の納税猶予期限の確定事5 

由が発生したために，納期限が到来して消滅時効が進行している租税債権

とが区別して記載されており，前者については，消滅時効が進行している

ことの認識がなく，債務の承認には当たらないと主張する。しかしながら，

相続税の納税猶予制度は，あくまで，相続税の納税期限を猶予するものに

すぎず，それ以上に，相続税の納税義務自体の性質を変容させる効力を有10 

するものではない。つまり，同一の納税義務についていえば，相続税の納

税猶予期限の確定事由がなく，納税が猶予されている納税義務と，かかる

確定事由が発生して納税が猶予されていない納税義務とで，納税義務とし

ての違いはなく，その認識対象を区別する合理的理由はない。 

   イ 本件では，本件転用及び本件交換が「譲渡等」に該当するため，平成１15 

４年３月１８日に相続税の納税猶予期限が確定していたことになる。した

がって，客観的には，同日以降に継続届出書が提出されたとしても，それ

によって相続税の納税の猶予を受けることはできず，継続届出書の提出は

無意味なものであったことになる。 

      しかしながら，そのことと，相続税額の存在を確認してその認識を表示20 

しているといえるか否かは別問題であり，結果的に無意味な継続届出書の

提出であっても，債務の承認としての効果が否定される理由はない。 

   ウ そうすると，前提事実⑵イのとおり，原告が各継続届出書を提出したこ

とは，債務の承認に当たり，各継続届出書の提出日において，本件相続税

等の徴収権の消滅時効は中断している。 25 

  （原告の主張） 
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   ア 改正前措置法７０条の６第１項に基づく相続税の納税猶予制度は，納税

猶予期限が確定することがなかった場合，相続税の徴収権が消滅し，その

納付義務を免れるという効果を有するものであり，納付義務の免除を伴わ

ない一般的な納税猶予制度（国税通則法４６条）とはその性質を異にする

ものであるところ，継続届出書を提出する意図は，相続税の納税の猶予を5 

継続し，その納税義務の免除を受けることにあるのであって，相続税の納

税義務を確定させることにあるものではない。 

      このような継続届出書の提出意図及びその提出によって得られる相続

税の納税義務の免除という効果を踏まえると，継続届出書が債務の承認に

当たり，消滅時効を中断させるものと考えることは，時効制度の趣旨のみ10 

ならず，時効の利益を受ける者と時効によって権利を失う者との間の衡平

にも反するというべきである。 

   イ これに加え，相続税の納税猶予期限が平成１４年３月１８日に確定した

というのであれば，継続届出書は，納税猶予期限が確定するまでの間に提

出することが求められているものであるから，同日以後に提出された各継15 

続届出書は，改正前措置法が要求する継続届出書ではないともいえる。 

すなわち，継続届出書に記載されているのは，あくまでも，相続税の納

税の猶予がされている間における，徴収権の消滅時効が進行しない租税債

権の存在の認識であって，相続税の納税猶予期限の確定事由が発生したた

めに，納期限が到来して消滅時効が進行している租税債権の存在の認識で20 

はない。納税義務の観点からみても，継続届出書には，相続税の納税猶予

期限が確定することなく２０年が経過すれば消滅する納税義務と既にか

かる期限が確定して発生した納税義務の２種類が記載されているといえ

る。これらの租税債権及び納税義務は，性質が真逆のものであって，区別

しなければならない。そうであれば，相続税の納税猶予期限が確定した同25 

日以降に提出された各継続届出書によって，相続税の徴収権の消滅時効が
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中断すると解することはできない。 

   ウ そうすると，原告が各継続届出書を提出したことは，債務の承認に当た

るものではなく，その提出によって本件相続税等の徴収権の消滅時効が中

断するとはいえない。 

  ⑷ 争点③（原告に対する相続税の徴収権について被告が消滅時効の中断の主5 

張をすることが信義則に違反するか〔本件転用及び本件交換がいずれも「譲

渡等」に該当し，継続届出書の提出が債務の承認に当たる場合に問題となる

争点〕）について 

  （原告の主張） 

   ア Ｏ税務署長には，継続届出書及びその添付書類を検討し，相続税の納税10 

猶予期限の確定事由の有無を調査すべき義務があり，調査によって，相続

税の納税猶予期限の確定事由があると判断した場合は，速やかに相続税の

納付を求めるべきである。それにもかかわらず，Ｏ税務署長は，各継続届

出書の提出を受けて相続税の納税猶予期限の確定事由を調査せず，又は調

査してもかかる事由が発生していないと判断し，漫然と相続税の徴収権の15 

消滅時効期間を経過させたものである。 

     被告は，本件転用に係る農地の異動の事実に関する通知及び各継続届出

書には，本件転用に関する事実とは異なる記載がされていること等を主張

し，Ｏ税務署長の調査義務を否定する。しかしながら，原告が提出した書

類の内容が正しいことを前提に，調査義務の存在を否定するのであれば，20 

そもそも実地確認が必要となる場合などないことになるし，Ｏ税務署長は，

自ら所管する居住者の所得税の申告を受けることにより，本件転用の直後

から，本件施設の所有関係及びその敷地利用状況を実地確認する必要があ

ったといえる。 

イ これによれば，被告が，本件相続税等の徴収権の消滅時効の中断を主張25 

することは，信義則に違反し，許されない。 
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  （被告の主張） 

   ア 「特例農地等」に係る相続税の納税猶予に関する実地確認は，その必要

性を個別に検討して行われるものであり，継続届出書の提出があったこと

が，直接にＯ税務署長に対し，実地確認を義務付けるものではなく，現に，

Ｏ税務署長は，平成２６年において原告の相続税の納税猶予期限が確定し5 

たことを把握した以前の段階では，本件農地３及び本件農地４の利用状況

等を実地確認する必要性を認めなかった。 

     すなわち，措置法等の法令は，税務署長において，「特例農地等」に係

る相続税の納税猶予期限の確定事由について，農業委員会等による農地等

の異動の事実に関する通知及び農業相続人からの継続届出書によって把握10 

し，その上で必要に応じて確認調査を行うことを予定している。 

     本件では，Ｏ税務署長は，平成１２年１２月２１日，本件転用に係る異

動の事実に関する通知を受領したが，そこには，本件転用が「譲渡等」に

該当しない転用に該当するとの記載があり，また，平成１０年１１月１６

日に提出された継続届出書には，旧本件各農地に異動はなく，引き続き農15 

業を営んでいるとのＵ町農業委員会の証明書が添付され，その後の平成１

２年１２月２８日，平成１５年１２月１２日頃及び平成１８年２月２８日

に提出された各継続届出書にも，本件転用が「譲渡等」に該当しない転用

に該当することを前提とした本件施設の利用に関する書類が添付されてい

る。さらに，平成２１年１２月１０日及び平成２４年１２月７日に提出さ20 

れた各継続届出書には，本件転用に関する記載はない。 

     これらによれば，Ｏ税務署長は，本件転用が「譲渡等」に該当するとの

疑いを持つことはできず，他に実地確認の必要性を認める事情は平成２６

年に至るまで認められなかった。また，継続届出書の提出を受けた場合に，

実地確認をすることを義務付けた法令の規定もない。 25 

   イ そうすると，被告における本件相続税等の徴収権の消滅時効の中断の主
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張が信義則に違反することはない。 

  ⑸ 争点④（原告が平成１５年に納付した本件交換に係る本件相続税等の還付

請求権について被告が消滅時効の主張をすることが信義則に違反するか〔本

件転用及び本件交換が「譲渡等」に該当しない場合，又は本件転用は「譲渡

等」に該当するが，本件交換が「譲渡等」に該当しない場合に問題となる争5 

点〕）について 

  （原告の主張） 

   ア 被告は，本件交換に係る本件相続税等の還付請求権は，本件相続税等が

納付された平成１５年７月１１日及び同年８月２１日から５年を経過した

平成２０年７月１１日及び同年８月２１日の経過をもって，時効により消10 

滅した旨主張する。 

しかしながら，Ｏ税務署長は，平成２６年１１月２６日，原告に対し，

本件通知書１（乙４）に係る通知を取り消し（本件取消通知），本件通知

書１に基づいて納付した誤納金について，還付金等請求権が発生したこと

を通知するとともに，平成１４年３月１８日に相続税の納税猶予期限は確15 

定しており，相続税の納期限が到来していたとした上で，同年１２月１２

日，本件充当通知を送付し，かかる誤納金を相続税の納税猶予期限が確定

したことに伴って納付すべき本件相続税等に充当した。 

     このように，Ｏ税務署長は，被告主張に係る還付請求権の消滅時効期間

経過後のこととはいえ，一旦還付請求権の発生を通知している以上，被告20 

において，本件交換に係る本件相続税等の還付請求権が時効によって消滅

したと主張することは信義則に違反し，許されない。 

   イ 被告は，本件取消通知及び本件充当通知をしたとしても，これらが公的

見解の表示に該当しない旨主張する。 

     しかしながら，本件通知書１により，相続税の納税猶予期限が一部確定25 

し，相続税の納税義務があるとの公的見解が表示されたことになるところ，
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本件取消通知は，相続税の納税猶予期限の一部確定による納税義務がなか

ったとの公的見解の表示に該当する。また，本件充当通知は，同日時点に

おいて誤納金の還付請求権が存在していたとの公的見解を明らかにしたも

のといえる。 

     これらによれば，Ｏ税務署長は，原告の誤納金に係る還付請求権が時効5 

消滅していない旨の公的見解を表示していたといえ，本件充当通知によっ

て，同日時点で，時効消滅したはずの誤納金が存在していることが公的に

表示されていたということができるから，本件交換に係る本件相続税等の

誤納金の還付請求権の消滅時効は，本件充当通知の到達日の翌日から起算

されると解さないと，正義，公平に反するといわざるを得ない。 10 

  （被告の主張） 

   ア 仮に，原告が本件交換に係る本件相続税等が誤納金に該当するとして，

還付請求権を有していたとしても，還付請求権は，その請求をすることが

できる日から５年間行使しないことによって，時効により消滅する（国税

通則法７４条１項）。そして，還付請求権の時効については，援用を要せ15 

ず，かつ，時効の利益を放棄することはできない（同条２項，７２条２項）。

そのため，還付請求権の消滅時効の効果は，被告の行為を要することなく

法律上当然かつ確定的に生じるものであり，還付請求権の消滅時効につい

て，信義則が適用される余地はない。 

   イ また，租税法規の適用における納税者間の平等，公平の要請を犠牲にし20 

てもなお，納税者の信頼を保護しなければ正義に反するといえるような特

別の事情が存する場合に初めて，信義則の適用を検討すべきであり，かか

る特別の事情が存するか否かは，税務官庁が納税者に対して信頼の対象と

なる公的見解を表示したことにより，納税者がその表示を信頼し，その信

頼に基づいて行動したところ，後に表示に反する行動により納税者が経済25 

的不利益を受けることになったか否か，また，納税者が税務官庁の表示を
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信頼し，その信頼に基づいて行動したことについて納税者の責めに帰すべ

き事由がないか否かを考慮すべきである（最高裁昭和６２年１０月３０日

第三小法廷判決・裁判集民事１５２号９３頁参照）。 

     本件において，本件取消通知中には，原告の誤納金に係る還付請求権が

時効消滅していないとの公的見解は表示されていないし，本件充当通知は，5 

相続税の納税猶予期限が確定したことを前提としたものであり，原告が同

日時点においてもなお誤納金の還付請求権を有することを表示したもので

はないから，Ｏ税務署長が，原告に対し，本件交換に係る本件相続税等の

誤納金の還付請求権が時効消滅していない旨の公的見解を表示したことは

ない。また，原告がその表示を信頼し，その信頼に基づいて行動したこと10 

をうかがわせる証拠もない上，信頼に基づく行動による経済的不利益も生

じていない。 

     これらによれば，被告が本件交換に係る本件相続税等の誤納金の還付請

求権の消滅時効を主張することは，信義則に違反するものではない。 

  ⑹ 争点⑤（Ｏ税務署長の過失に基づく違法な徴収行為により，原告が平成１15 

５年に本件交換に係る本件相続税等を納付し，原告がその納付額相当の損害

を被ったか〔本件転用及び本件交換が「譲渡等」に該当しない場合，本件転

用は「譲渡等」に該当するが，本件交換が「譲渡」に該当しない場合，又は

本件転用が「譲渡等」に該当しないが，本件交換が「譲渡」に該当する場合

に問題となる争点〕）について 20 

  （原告の主張） 

ア 原告は，平成１５年６月３０日付けの本件通知書１（乙４）及び平成２

６年１１月２６日付けの本件通知書２（甲７の２）を受けて，本件相続税

等を納付した。本件通知書１及び本件通知書２は，Ｏ税務署長が「譲渡等」

の解釈を誤り，相続税の納税猶予期限が確定していないにもかかわらず，25 

これが確定したものとして発出されたものである。そして，「譲渡等」に
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関するＯ税務署長の法律解釈には合理的根拠はなく，かかる解釈を前提と

する本件通知書１及び本件通知書２の発出は，Ｏ税務署長の過失に基づく

違法行為である。 

イ 特に，本件交換については，原告及びＱらは，Ｏ税務署長に対し，本件

交換以前に，Ｑらによる遺留分減殺請求によって共有となった旧本件各農5 

地を現物分割すること，その場合でも相続税の納税の猶予を求める旨の本

件申立書（乙３）を提出し，Ｏ税務署長は，これを受けて，Ｑらが取得す

る本件農地９の担保を一部解除した。その上で，本件和解後，Ｏ税務署長

は，原告に対し，登記名義変更に関する照会をし，これに対し，原告は，

「遺産分割（相続共有後の現物分割）」と回答したにもかかわらず，その10 

約７か月後に本件通知書１が送付された。 

このような経緯を踏まえると，Ｏ税務署長は，本件交換が共有物の現物

分割であったことを認識していたはずであり，これを民法上の交換契約と

認定した合理的根拠はない。 

ウ 本件通知書１及び本件通知書２の発出により，原告は，相続税の納税猶15 

予期限が確定しているものと誤信し，その納税義務がなかったにもかかわ

らず，本件相続税等を納付したものであり，原告には，納付税額相当の損

害が生じた。 

  （被告の主張） 

  ア 前記⑵（争点①）で主張したとおり，「譲渡等」は，有償無償を問わず，20 

資産の移転を広く含むものと解釈すべきであり，これと異なる解釈を採用

すべき根拠規定は改正前措置法には見当たらないことから，Ｏ税務署長は，

「譲渡等」の意義を文理に忠実に，形式的かつ客観的に解釈した上で，本

件転用及び本件交換が「譲渡等」に該当するものと判断した。このような

解釈は，租税法規について，みだりに規定の文言を離れて解釈すべきでは25 

ないとの最高裁判例（最高裁平成２２年３月２日第三小法廷判決・民集６
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４巻２号４２０頁）等によって裏付けられている。 

イ 個別に検討すると，本件転用については，Ｏ税務署長の判断当時，被相

続人の相続開始後，納税猶予の対象となっている「特例農地等」上に他人

所有の建物が建築されたが，当該建物を相続人が独占的に使用し，当該建

物の所有者も臨時的に当該建物を使用することがある事案において，この5 

ような使用借権の設定が「譲渡等」に該当すると判断した平成１４年５月

３０日付けの国税不服審判所の裁決例（乙４９）があった。 

また，Ｏ税務署長が，平成２６年１１月２６日，原告に対し，本件通知

書２（甲７の２）を送付した時点において，「特例農地等」上の他人所有

の建物が存在したとしても，それを相続人が使用し，「特例農地等」を農10 

業の用に供しているときは，「譲渡等」に該当しないという解釈を採用し

た裁判例，裁決例及び実務上の取扱いは不見当であった。 

次に，本件交換については，前記⑵（争点①）で主張したとおり，「特

例農地等」の交換が行われた場合でも，それが「譲渡等」に該当すること

を前提に，買換え特例の承認を受けない限り，相続税の納税の猶予を受け15 

られないのであるから，本件交換は「譲渡等」に該当し，Ｏ税務署長の法

解釈に誤りはない。  

また，Ｏ税務署長は，本件和解において作成された弁論準備手続調書に

添付された和解条項の記載内容から，本件交換が民法上の交換契約である

と法的評価したところ，原告及びＱらがした法律行為の内容が公証されて20 

いる弁論準備手続調書の記載を形式的，客観的に解釈すれば，かかる法的

評価は極めて自然なものである。 

さらに，Ｏ税務署長が，平成１５年６月３０日，原告に対し，本件通知

書１（乙４）を送付した時点において，交換契約が「譲渡等」に該当しな

いという解釈を前提にした裁判例，裁決例及び実務上の取扱いは不見当で25 

あった。 
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これらからすれば，本件転用及び本件交換が「譲渡等」に該当するとの

Ｏ税務署長の判断には，相当の合理的根拠があった。 

したがって，本件転用及び本件交換が「譲渡等」に該当するとして，原

告に対して本件通知書１及び本件通知書２を送付したＯ税務署長の対応は，

国家賠償法１条１項の適用上，違法とはいえないし，Ｏ税務署長には過失5 

もない。 

ウ 原告が，相続税の納税猶予期限が確定しておらず，相続税の納税義務を

負っていないにもかかわらず，相続税を納付したのであれば，その納付と

同時に，原告は，被告に対し，納付税額と同額の誤納金還付請求権を取得

するから，原告の財産は減少しておらず，原告に損害は生じていない。 10 

  ⑺ 争点⑥（国家賠償請求権の消滅時効の成否〔本件転用及び本件交換が「譲

渡等」に該当しない場合，本件転用は「譲渡等」に該当するが，本件交換が

「譲渡等」に該当しない場合，又は本件転用が「譲渡等」に該当しないが，

本件交換が「譲渡」に該当する場合に問題となる争点〕）について 

  （被告の主張） 15 

   ア 被害者が損害を知った時（国家賠償法４条，民法７２４条前段）とは，

被害者において，加害者に対する賠償請求が事実上可能な状況の下に，そ

の可能な程度にこれらを知った時を意味し，具体的には，被害者が損害の

発生を現実に認識した時をいい，一般人であれば，加害行為が違法である

と判断するに足りる事実を認識していれば，被害者において損害の発生を20 

現実に認識したといえると解される。 

イ 原告は，平成１５年７月１１日までに本件通知書１（乙４）を受領した

ことで，相続税の納税猶予期限が確定していない根拠となる事実を認識し，

また，これを受けて同年８月２１日までに本件相続税等を納付したことで

納税猶予期限が確定した本件相続税等を納付した事実を認識した。 25 

原告が認識していた上記事実は，一般人の理解を前提にすれば，国家賠
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償法上違法な行為に基づいて損害が生じたことを判断するに足りるものと

いうことができ，原告は，損害の発生を現実に認識していたといえ，これ

らの日に，納付税額相当の損害が生じたことを知ったから，これらの日か

ら原告の国家賠償請求権の消滅時効は起算される。 

     そうすると，原告の国家賠償請求権の消滅時効は，本件通知書１の受領5 

の３年後である平成１８年７月１１日及び本件相続税等の納付の３年後で

ある同年８月２１日の経過によって完成した。 

  （原告の主張） 

    原告は，Ｏ税務署長から送付された本件通知書１（乙４）及び本件通知書

２（甲７の２）により，相続税の納税猶予期限が確定したことを一方的に通10 

知され，納期限を指定されたため，相続税の納税猶予期限が確定したものと

誤信して，本件相続税等を納付したものである。 

    そもそも，前記⑹（争点⑤）で主張したとおり，本件通知書１及び本件通

知書２は，Ｏ税務署長が改正前措置法の解釈を誤って発出したものであり，

これらは違法なものであった。 15 

    そして，一般納税者である原告は，本件通知書１及び本件通知書２が違法

であり，損害賠償請求及び誤納金の還付請求が可能であることを認識し得な

かった。原告が，相続税の納税猶予期限が確定したことに疑問を持ち，損害

賠償請求及び誤納金の還付請求が可能との認識を有するに至ったのは，平成

２６年１１月２６日に本件通知書２が送付された後，専門家に相談した時で20 

あるから，原告の被告に対する国家賠償請求権は時効により消滅していない。 

  ⑻ 争点⑦（被告による国家賠償請求権の消滅時効の援用が信義則に違反する

か〔本件転用及び本件交換が「譲渡等」に該当しない場合，本件転用は「譲

渡等」に該当するが，本件交換が「譲渡等」に該当しない場合，又は本件転

用が「譲渡等」に該当しないが，本件交換が「譲渡」に該当する場合に問題25 

となる争点〕）について 
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  （原告の主張） 

    Ｏ税務署長は，原告において，本件交換が共有物の現物分割であることな

どを詳細に述べて相続税の納税の猶予を継続して受けることを求めたにもか

かわらず，前記⑹及び⑺（争点⑤及び争点⑥）で主張したとおり，「譲渡等」

に関する誤った法解釈を前提に，違法に本件通知書１（乙４）及び本件通知5 

書２（甲７の２）を発出した。 

原告は，このような違法な本件通知書１及び本件通知書２に基づいて本件

相続税等を納付したものであるから，被告が消滅時効を援用して原告に対す

る損害の填補を免れることは，明らかに正義，公平に反するものであり，信

義則に違反するものである。 10 

  （被告の主張） 

    原告の主張は，結局のところ，違法な行為をした被告自身が，それによっ

て発生した国家賠償請求権の消滅時効を援用することが信義則に違反して許

されないというものである。このような原告の主張は，およそ国又は地方公

共団体が国家賠償請求権の消滅時効を援用することが許されず，国家賠償制15 

度における消滅時効制度そのものを否定するに等しく，法的根拠に乏しい独

自の見解というほかない。 

第３ 当裁判所の判断 

 １ 認定事実 

  ⑴ 本件転用に関する事実関係 20 

ア 本件施設については，平成１０年８月１３日及び同月２１日，いずれも

建築主をＴとして建築確認がされ，本件施設は同年１２月頃に完成した。

本件施設は，Ｔを所有者として「土地・家屋・償却資産名寄帳〔課税（補

充）台帳〕」（以下「本件台帳」という。）に登録され，本件施設に係る

固定資産税の課税及び賦課徴収は，Ｔに対して行われるとともに，Ｔは，25 

所得税青色申告決算書において減価償却資産として本件施設を計上し，原
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告は，Ｔから本件施設を賃借し，Ｔに対してその賃料を支払っている一方，

本件施設の敷地となっている本件農地３及び本件農地４の各一部について，

Ｔから賃料を得ていない。 

（乙７～９の６，１０の１～６，１１の１～６，弁論の全趣旨） 

   イ  原告及びＴは，平成１１年３月３日，本件施設の建築に当たり，Ｖ農5 

業協同組合から５８５０万円を借り入れ，連帯債務者として借入金債務

を負担したところ，同農業協同組合に対する借入金債務の返済は，Ｔが

行っている（甲１７，１９）。 

     原告は，自らの農業経営において，Ｔを雇用し，Ｔに対し，給与を支

給している（乙１０の１～６）。 10 

   ウ Ｕ町農業委員会長は，平成１２年１２月１９日，Ｏ税務署長に対し，「農

地等の異動事実の通知書」を送付し，本件農地３及び本件農地４の各一部

について，本件施設の建築が予定されており，それは措置法施行令４０条

の７第６項に掲げる施設の用に供するための転用であるとして，農地法４

条１項の規定による許可をした旨通知した（甲１４の１，乙３０）。 15 

   エ 原告が同月２８日，平成１５年１２月１２日頃及び平成１８年２月１日

にＯ税務署長に対して提出した各継続届出書には，いずれも原告が農業経

営をしている旨のＵ町農業委員会長名義の証明書が添付されており，当該

各証明書には，本件農地３及び本件農地４の各一部は，措置法施行令４０

条の７第６項に規定する「譲渡等」から除外される転用の態様として挙げ20 

られている施設に供されている農地として記載されている（乙５の２～４）。 

  ⑵ 本件交換に関する事実関係 

   ア 原告及びＱらは，本件和解による本件交換に先立つ平成１３年１０月２

日，Ｏ税務署長に対し，本件申立書（乙３）を提出し，①亡Ｐの相続税に

おいて，原告が相続税の納税の猶予を受けている本件農地７，本件農地８25 

及び本件農地９について，共有者全員の合意により共有物分割をしたこと，
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②本来であれば登記原因を共有物分割とすべきところ，Ｑらが農業者では

なく，分割後の転用計画も明確になっていない現状においては，共有物分

割を目的とする登記に必要な農地法の許可が下りないため，やむを得ず分

筆登記後に各人が所有権の一部を放棄することにより，共有物分割と同様

の結果となるように考慮して実施したこと，③登記に至るかかる事情を理5 

解の上，原告に対する相続税の納税猶予の継続をお願いしたいことを申し

立てた（乙３）。 

イ 原告は，平成１２年１１月１６日，Ｏ税務署長に対し，本件農地９につ

いて，協議分割による分筆を理由として，相続税の納税の猶予を受けるた

めに提供していた担保の一部解除をするよう申し出たところ，Ｏ税務署長10 

は，本件交換に先立つ平成１３年１０月１０日，同申出に基づき，本件農

地９に係る担保を解除した（甲１３，乙２７，２８の１）。 

ウ  Ｏ税務署長は，本件交換後の平成１４年１１月１日，原告に対し，「登

記名義の変更についてのお尋ね」と題する文書を送付し，同年２月２６

日付けの持分放棄の登記により，原告名義となった本件農地１，本件農15 

地２，本件農地７及び本件農地８について，名義変更の理由を回答する

よう求めた（甲１２の１）。 

これに対し，原告は，同月１８日，Ｏ税務署長に対し，本件農地７及

び本件農地８について，「遺産分割（相続共有後の現物分割）」という

理由を記載し，本件和解に係る弁論準備手続調書を添付して返信した（甲20 

１２の２）。 

 また，Ｕ町農業委員会長は，平成１５年５月１日頃，Ｏ税務署長に対

し，「農地等の異動事実の通知書」を送付し，本件農地９に係る原告の

共有持分が全部Ｑらに移転したこと，それが本件和解の日である平成１

３年１２月１８日における持分放棄によることを通知した（甲１４の２，25 

乙３２，弁論の全趣旨）。 
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２ 争点①（本件転用及び本件交換が「譲渡等」に該当しないか）について 

 ⑴ 本件転用について 

ア Ｔは，本件台帳上，本件施設の所有者として登録され，本件施設の固定

資産税を納税していることに加え，自らの所得税の青色申告決算書におい

て，本件施設を減価償却資産として計上している一方で，原告は，Ｔから5 

本件施設を賃借した上，その賃料を支払っている（認定事実⑴ア）。これ

によれば，本件施設は，原告ではなく，Ｔが所有していると認められる。 

そして，本件施設は，原告が所有する本件農地３及び本件農地４の各一

部の上に存在するものの，Ｔは，原告に対し，本件施設に係る賃料等を支

払っていない（認定事実⑴ア）。 10 

そうすると，Ｔは，本件施設を所有するために，原告が所有する本件農

地３及び本件農地４の各一部を無償で利用していることになるから，原告

は，Ｔに対し，「特例農地等」について，「使用貸借による権利〔中略〕

の設定をし」た（改正前措置法７０条の６第１項１号）といえ，本件転用

は「譲渡等」に該当するということができる。 15 

  イ これに対し，原告は，本件施設の建築資金の融資を受けたり，そのため

に担保権を設定したりする都合上，本件施設について，原告の農業を将来

的に承継するＴの所有としたものであるし，融資に対する返済は，原告が

Ｔに対して支払った賃料を原資として行われていることから，本件施設は，

原告の農業の用に供されており，原告以外の者のために建築されたもので20 

はなく，実質的には原告の所有に属するものであり，このことは，Ｕ町農

業委員会が，本件転用について，農地法５条ではなく同法４条に基づく許

可をし，「譲渡等」に該当しない転用（措置法施行令４０条の７第６項）

に当たると認定していることからも裏付けられる旨主張する。 

     確かに，原告は，自己の農業経営においてＴを雇用しており（認定事実25 

Ｔは，原告の農業に関与しているといえる。また，原告とＴは，
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本件施設の建築資金の融資を受けるに当たって連帯債務者となっている

Ｔは，原告の農業経営に供するため

に本件施設を建築し，原告は，現に本件施設を自己の農業の用に供してい

るということもできる。 

     しかしながら，本件施設が原告の農業経営のために使用されているとし5 

ても，Ｔが，本件台帳上，本件施設の所有者として登録され，本件施設の

固定資産税を納税していること，Ｔは，自らの所得税の青色申告決算書に

おいて，本件施設を減価償却資産として計上していること，Ｔは原告から

本件施設の賃料を受領していること，Ｔが本件施設の建築資金であるＶ農

業協同組合からの借入金債務を弁済していること（認定事実⑴ア）等の事10 

実からすれば，本件施設はＴの用にも供されていると評価でき，そうする

と，たとえ，同農業協同組合からの借入れ及び同農業協同組合に対する担

保権設定の都合から本件施設の所有者をＴとしたこと，上記賃料が上記借

入金債務の返済原資となっていること等の事情があったとしても，本件施

設の実質的な所有者が，Ｔではなく，原告であると認めることはできない15 

というべきである。 

     また，本件転用に係るＵ町農業委員会の許可の法的根拠が農地法５条で

はなく同法４条にあったとしても，本件転用に係る許可申請書（甲１０の

１）には，本件施設の所有者及びその敷地利用に係る法律関係の記載がな

いこと（前提事実⑷）からすれば，Ｕ町農業委員会が，本件施設の所有者20 

及びその敷地（本件農地３及び本件農地４の各一部）の利用に係る法律関

係を踏まえて農地法４条に基づく許可をしたとは認められない。さらに，

Ｕ町農業委員会は，本件施設につき，原告の耕作又は養畜の事業に係る施

設として，本件農地３及び本件農地４の各一部を本件施設の敷地にするた

めの転用として認定しているが（認定事実⑴ウ，エ），「農地等の異動事25 

実の通知書」（甲１４の１，乙３０）及び継続届出書添付の証明書（乙５
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の２～４）には，いかなる根拠に基づいて本件転用が「譲渡等」に該当し

ない転用と認定されたのかに関する理由が記載されていない（特に，対外

的にはＴが本件施設の所有者として行動しているにもかかわらず，Ｔの本

件施設の所有権及びその敷地の使用貸借権を否定した根拠が明らかでは

ない。）。そうすると，これらによっても，本件施設の実質的な所有者が5 

原告であることが裏付けられているとまではいえない。 

これらによれば，本件施設が実質的に原告の所有に属すると認めること

はできず，農地法４条に基づき本件転用の許可がされていることが上記ア

の認定を左右するものではない。 

  ウ さらに，原告は，形式的に本件農地３及び本件農地４の各一部を使用貸10 

借に供したとしても，そのことによって，使用貸借部分に係る宅地期待益

が実現するような利得が発生したわけではないとして，本件転用が「譲渡

等」に該当しない旨主張する。 

しかしながら，上記アで説示したとおり，本件施設の所有者は実質的に

もＴであり，原告は，Ｔに対し，本件施設に係る敷地部分である本件農地15 

３及び本件農地４の各一部に使用貸借権を設定した以上，宅地期待益の実

現があったか否かを問題とするまでもなく，改正前措置法７０条の６第１

項１号の文言上，本件転用が「譲渡等」に該当することは明らかであるか

ら，原告の主張は採用できない。 

  エ 以上によれば，本件転用は「譲渡等」に該当する。 20 

 ⑵ 本件交換について 

  ア そもそも，租税法規は，みだりに規定の文言を離れて解釈すべきもので

はなく（最高裁平成２２年３月２日第三小法廷判決・民集６４巻２号４２

０頁），多数の納税者間の税負担の公平を図る観点から，法的安定性の要

請が強く働くため，その解釈は，原則として文理解釈によるべきである。 25 

    そこで，このことを踏まえて，本件交換が改正前措置法７０条の６第１
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項１号の「譲渡」に該当するかを判断すると，本件交換は，本件農地９に

係る原告の共有持分（「特例農地等」に該当するもの）を原告からＱらに

移転する一方，本件農地１ないし本件農地８に係るＱらの共有持分（「特

例農地等」に該当しないもの）をＱらから原告に移転するものである。 

    そして，一般に，資産を移転させる行為を（資産の）譲渡というところ，5 

たとえ同時に「特例農地等」に該当しない農地を取得したとしても，「特

例農地等」の所有権を第三者に移転する行為は，「特例農地等」を減少さ

せるものであって，「特例農地等」の譲渡に当たると解するのが文理解釈

にかなう。 

    上記のように解した場合，「特例農地等」を喪失する代わりに，「特例10 

農地等」とは異なる農地を取得し，実質的には，農業相続人の営農の実態

に大きな変化がない場合であっても，納税猶予期限が確定する事態が生ず

ることとなるが，このような事態を防ぐために，買換え特例の制度が用意

されているのであるから，農業相続人に大きな不利益が生ずるものではな

い。 15 

    以上によれば，本件交換は「譲渡」に該当する。 

   これに対し，原告は，本件交換が共有物の現物分割であり，所得税法

の解釈上，共有物の現物分割は「資産の譲渡」に該当しないとされてお

り，改正前措置法７０条の６第１項１号の「譲渡」の解釈も，所得税法

の解釈と同一にすべきであり，本件交換が「譲渡」に該当しない旨主張20 

する。 

     確かに，本件交換は，本件農地１ないし本件農地８を原告の単独所有

とし，本件農地９に係る原告の共有持分をＱらに移転するための農地法

３条１項に基づく許可を得るという目的を達成するため，原告とＱらに

25 

民法２５５条に基づき，本件農地１ないし本件農地８を原告の単独所有



39 

 

とし，本件農地９をＱらの共有とすることを意図したものといえる。そ

うすると，本件交換は，共有物の現物分割としての性格を有していると

いうことができる。 

     しかしながら，所得税法３３条１項が「資産の譲渡」による所得に課

税をする趣旨は，資産の値上がりによる増加益を所得とし，その資産が5 

所有者の支配を離れて他に移転する機会にこれを清算して課税する点に

ある（最高裁昭和４３年１０月３１日第一小法廷判決・裁判集民事９２

号７９７頁）。他方，「特例農地等」に係る相続税の納税猶予制度は，

農地の利用制限が確立していないために，農地が宅地に転用される事象

が生じる結果，相続財産となった農地の時価評価においては，宅地期待10 

益を含めた高額な評価がされ，相続税の納税のために農地の一部を手放

さざるを得なくなる事態が生じていることを踏まえ，農業相続人が相続

した農地を農業の用に供して農業を継続していくという意思決定を前提

に，宅地期待益ともいうべき価額部分に対する相続税額の納税を猶予す

るために創設されたものである（乙６，３４〔１２，１４頁〕，３７〔１15 

７頁〕）。これらによれば，両者は，その制度趣旨を異にしているから，

「資産の譲渡」の解釈と改正前措置法７０条の６第１項１号の「譲渡」

の解釈を全く同一にしなければならないものではない。 

     そして，「特例農地等」に係る相続税の納税を猶予するに当たっては，

改正前措置法７０条の６第１項１号の「譲渡」該当性の判断とは別に，20 

買換え特例の制度が設けられているところである。このことからすれば，

同号の「譲渡」に該当するか否かについては，形式的に判断した上で，

「譲渡」に当たるという形式的な判断によっては，上記の制度趣旨を損

なうような不都合が生じることを回避するべく，当事者が買換え特例の

申請をし，納税地の所轄税務署長がこれを承認した場合には，「譲渡」25 

がなかったものとみなされるという買換え特例の制度を通じて実質的な
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判断をすることが予定されていると解される。 

    また，原告は，本件農地９の共有持分を放棄したものの，本件農地７

を原告が単独所有するに至ったことにより，本件各農地に減少が生じた

わけではなく，農地の細分化がされたわけでもないことから，本件交換

は「譲渡」に該当しない旨主張する。 5 

     しかしながら，相続税の納税猶予制度は，農地の細分化阻止を立法趣

旨に含むものではないから（乙３４〔１４頁〕，３７〔１，２，１７頁〕），

本件交換の結果，本件各農地の一部に細分化が生じたのか否か及び本件

各農地に減少が生じたのか否かは，「譲渡」の該当性判断に当たっての

考慮要素とはならないというべきである。 10 

    さらに，原告は，本件交換が「譲渡」に該当するとしても，既に代替

農地が明らかになっており，その過半が「特例農地等」である本件にお

いては，買換え特例承認申請書（改正前措置法７０条の６第１０項，７

０条の４第７項）の提出は不要であり，仮にこれを提出すれば，Ｏ税務

署長の承認を受けられることが確実であったとした上で，本件交換が「譲15 

渡」に該当するとしても，本件交換に係る「特例農地等」の「譲渡」は

なかったものとみなされる旨主張する。 

     しかしながら，「特例農地等」の「譲渡等」がなかったものとみなさ

れるために所定の事項を記載した買換え特例承認申請書を所轄税務署長

に提出する必要があるとされるのは，所轄税務署長において，「譲渡等」20 

がされた「特例農地等」と「譲渡等」の対価で取得が予定される農地又

は採草放牧地等の諸般の事情を踏まえて，「譲渡等」がされた「特例農

地等」について，「譲渡等」がなかったものとしてよいかを実質的に判

断する必要があるためであると解される。 

     そうだとすれば，本件交換に係る「特例農地等」の「譲渡」がなかっ25 

たものとみなされるか否かは，買換え特例承認申請書を提出した上で，
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Ｏ税務署長が実質的に判断する事項であるというべきであり，本件交換

に関して，買換え特例承認申請書の提出が不要であるということはでき

ない。 

     また，本件交換が「譲渡」に該当し，法定の記載事項（措置法施行令

４０条の７第１６項）が記載された買換え特例承認申請書が提出されて5 

いない本件においては，本件交換が「譲渡」に該当しないとみなされる

前提となる判断材料がＯ税務署長に提供されておらず，承認を受けられ

ることが確実であったとも認められない。 

    これらによれば，原告の上記主張はいずれも採用できない。 

  ウ また，原告は，本件申立書（乙３）には，買換え特例承認申請書に記載10 

すべき事項が実質的に記載されており，また，本件申立書（乙３）の提出

を受けて本件農地９に係る担保の解除がされていることからすると，Ｏ税

務署長は，原告が引き続き相続税の納税の猶予を受ける意思を有していた

ことを十分認識していたとした上で，原告に対し，買換え特例承認申請書

の提出を教示しなかった以上，その提出がないことを理由として，本件交15 

換が「譲渡」に該当するから，相続税の納税猶予期限が確定したと主張す

ることは，信義則上許されない旨主張する。 

    しかしながら，そもそも，本件申立書（乙３）には，譲渡に係る「特例

農地等」の価額及びその計算の明細並びに当該譲渡の対価の額等をはじめ

とする買換え特例承認申請書に記載すべき事項（措置法施行令４０条の７20 

第１６項各号）が記載されていない。 

    そうすると，Ｏ税務署長において，原告が相続税の納税の猶予を受ける

意思を有していることを本件申立書（乙３）の内容（認定事実⑵ア）から

認識し得たとしても，そこから更に進んで，Ｏ税務署長に原告に対する買

換え特例承認申請書の提出を促す義務があるとまでは認められない。 25 

    また，担保の解除といった事情（認定事実⑵イ）を踏まえて，買換え特
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例承認申請書の提出があったときと同様の審査をすべきことがＯ税務署長

に義務付けられていたとも認められない。 

    これらによれば，買換え特例承認申請書の提出がないことを理由として，

相続税の納税猶予期限が確定したと主張することが，信義則上許されない

などということはできず，原告の主張は採用できない。 5 

 ３ 争点②（原告が継続届出書を提出していたことが債務の承認に当たり，原告

に対する相続税の徴収権の消滅時効が中断するか）について 

⑴ 前記２で説示したとおり，本件転用及び本件交換は，いずれも「譲渡等」

に該当するところ，本件交換が「譲渡」に該当することによって納税猶予期

限が確定した相続税（改正前措置法７０条の６第７項）は，平成１５年７月10 

１１日及び同年８月２１日，利子税及び延滞税を含めて納付されている（前

提事実⑻）。 

  他方，本件転用が「譲渡等」に該当することによって確定した相続税の納

税猶予期限は，平成１４年３月１８日であるところ，その旨が本件通知書２

（甲７の２）によって原告に通知されたのは，平成２６年１１月２６日であ15 

る（前提事実⑽）。 

  その上で，原告は，同年１２月２４日，本件転用及び本件交換がいずれも

「譲渡等」に該当することに伴い，改正前措置法７０条の６第１項１号に基

づき，本件各農地に係る相続税の納税猶予期限が確定したとして，本件相続

税等を納付した（前提事実⑾）。 20 

  ところが，同日における本件相続税等の納付は，本件転用に係る相続税の

納税猶予期限から５年以上が経過した後にされており，納付された本件相続

税等から本件交換が「譲渡」に該当するとして納付された税額を控除した税

額については，既に相続税の徴収権の消滅時効期間が経過していたことにな

る（国税通則法７２条１項，２項）。 25 

⑵ア もっとも，相続税の徴収権の消滅時効は，債務の承認によって中断する
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ところ（同条３項，民法１４７条３号），原告は，平成１０年から平成２４

年までの間，Ｏ税務署長に対し，継続届出書を提出しており（改正前措置

法７０条の６第１３項，前提事実⑵イ），継続届出書には，納税猶予分の相

続税の額を記載することとされており（措置法施行令４０条の７第２４項

３号），本件でも，本件交換が「譲渡」に該当するとされた後に提出された5 

各継続届出書には，引き続き納税の猶予を受けたい相続税額が記載されて

いる（前提事実⑵イ）。 

   そこで，本件における上記の各継続届出書の記載が，消滅時効の中断事

由である債務の承認に該当するかを検討する。 

イ 消滅時効における債務の承認とは，時効の利益を受ける当事者が，時効10 

によって権利を喪失する者に対し，その権利が存在することを知っている

旨を表示することであり，その旨の表示があればよく，時効を中断しよう

とする意思を必要としないと解される。 

ウ 上記の各継続届出書に記載された引き続き納税の猶予を受けたい相続税

額は，未だ納税猶予期限が到来していないものではあるが，これを記載し15 

て所轄税務署長に提出することによって，課税主体である国に対し，記載

された金額の租税債権が存在することを表示したということができる。 

かかる租税債権は，将来的に免除される可能性のある租税債権ではある

ものの，免除されることが確定的なものではなく，将来において納付義務

が生じる可能性もあるものであり，免除の可能性があるからといって，権20 

利の存在の表示がないことにはならない。 

  ⑶ 以上によれば，原告による上記の各継続届出書の提出は，消滅時効の中断

事由である債務の承認に該当するというべきであり，納付された本件相続税

等から本件交換が「譲渡」に該当するとして納付された税額を控除した税額

について，相続税の徴収権の消滅時効が成立しているとはいえない。 25 

４ 争点③（原告に対する相続税の徴収権について被告が消滅時効の中断の主張
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をすることが信義則に違反するか）について 

⑴ この点に係る原告の主張は，継続届出書及びその添付書類を検討して，相

続税の納税猶予期限の確定事由の有無を調整すべき義務があるＯ税務署長に

おいて，その義務を怠った以上，被告が本件相続税等の徴収権の消滅時効の

中断を主張することは，信義則上許されないというものである。 5 

そこで検討すると，所轄税務署長に対して提出すべき継続届出書には，農

業相続人が相続により取得した「特例農地等」に係る農業経営を継続してい

る旨の農業委員会の証明書，及び，継続届出書の提出期限前３年間に改正前

措置法７０条の６第１項の規定の適用を受ける「特例農地等」につき異動が

あった場合には，その明細を記載した書類を添付しなければならない（措置10 

法施行令４０条の７第２４項，措置法施行規則２３条の８第１２項１号，２

号）。 

本件で原告がＯ税務署長に提出した各継続届出書には，本件農地３及び本

件農地４の各一部について，本件転用に供されたものの，これらは「譲渡等」

から除外される転用（措置法施行令４０条の７第６項）に該当する旨が記載15 

されたＵ町農業委員会の証明書が添付されているものがある（認定事実⑴エ）。 

 現に本件転用の許可をしたＵ町農業委員会が上記の内容の証明書を作成し

ていることからすると，Ｏ税務署長としては，本件転用が「譲渡等」から除

外される転用であると認識したと認められるし，本件においては，Ｏ税務署

長がそのような認識を持つに至ったことについて疑念を抱かせるような事情20 

も見当たらない。そうすると，Ｏ税務署長には，納付された本件相続税等か

ら本件交換が「譲渡」に該当するとして納付された税額を控除した税額につ

いての相続税の徴収権につき，消滅時効が完成しないように，本件転用に係

る本件施設，本件農地３及び本件農地４の各一部の具体的な利用態様等を積

極的に調査すべき義務があったと認めることはできない。 25 

⑵ 以上によれば，被告において，原告に対する相続税の徴収権の消滅時効の
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中断を主張することが信義則に違反するとはいえない。 

 ５ 原告の被告に対する請求について 

前記２ないし４において説示したところによれば，本件転用及び本件交換が

「譲渡等」に該当する結果，旧本件各農地の面積の１００分の２０を超える割

合である１００分の２１．６７が「譲渡等」の対象となったといえるから（別5 

紙２「特例農地等目録」参照），原告の相続税の納税猶予期限は，全部確定し

たといえ，本件相続税等は，いずれも適法な相続税の徴収権に基づいて被告が

徴収し，納付されたものであり，被告が不当に利得したものであるとも誤納金

であるともいうことはできない。 

また，本件相続税等が適法な相続税の徴収権に基づいて徴収，納付されたも10 

のである以上，公務員であるＯ税務署長には，故意又は過失に基づく違法な行

為が認められない。 

第４ 結論 

   よって，原告の請求はいずれも理由がないから，これを棄却することとし，

主文のとおり判決する。 15 

 

札幌地方裁判所民事第２部 

裁判長裁判官   武   部   知   子 

 

 20 

裁判官   向   井   宣   人 

 

 

裁判官   臼   倉   尭   史 

  25 
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（別紙１）  

 関 係 法 令 等 の 定 め 

 

１ 相続税法の定め 

⑴ ２７条１項 5 

相続〔中略〕により財産を取得した者〔中略〕は，当該被相続人からこれ

らの事由により財産を取得したすべての者に係る相続税の課税価格〔中略〕

の合計額がその遺産に係る基礎控除額を超える場合において，その者に係る

相続税の課税価格〔中略〕に係る〔中略〕相続税額があるときは，その相続

の開始があったことを知った日の翌日から１０月以内〔中略〕に課税価格，10 

相続税額その他財務省令で定める事項を記載した申告書を納税地の所轄税務

署長に提出しなければならない。 

⑵ ３３条 

期限内申告書〔中略〕を提出した者は，これらの申告書の提出期限までに，

これらの申告書に記載した相続税額〔中略〕に相当する相続税〔中略〕を国15 

に納付しなければならない。 

（注） なお，期限内申告書には，上記⑴における申告書が含まれる（１条

の２第２号）。 

 

２ 改正前措置法及び措置法施行令等の定め（乙１５，２２，２３，２９，４８20 

参照。以下，この項において，改正前措置法を「法」という。） 

 ⑴ 法７０条の６第１項等 

ア 法７０条の６第１項 

農業を営んでいた個人として政令で定める者（以下，この条において「被

相続人」という。）の相続人で政令で定めるもの（以下，この条において25 

「農業相続人」という。）が，当該被相続人からの相続〔中略〕によりそ
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の農業の用に供されていた農地〔中略〕及び採草放牧地〔中略〕の取得〔中

略〕をした場合〔中略〕には，当該相続に係る相続税法第２７条第１項の

規定による申告書（当該申告書の提出期限前に提出するものに限る。以下

この条において「相続税の申告書」という。）の提出により納付すべき相

続税の額のうち，当該農地，採草放牧地〔中略〕で当該申告書にこの項の5 

規定の適用を受けようとする旨の記載があるもの（当該農地及び採草放牧

地については当該農業相続人がその農業の用に供するもの〔中略〕に限る

〔中略〕。以下この条において「特例農地等」という。）に係る納税猶予

分の相続税については，当該申告書の提出期限までに当該納税猶予分の相

続税の額に相当する担保を提供した場合に限り，同法第３３条の規定にか10 

かわらず，納税猶予期限〔中略〕まで，その納税を猶予する。ただし，当

該農業相続人が，その納税猶予期限又は当該贈与〔注－法第７０条の４の

規定の適用に係る贈与〕があった日のいずれか早い日（以下この条におい

て「死亡等の日」という。）前において次の各号のいずれかに掲げる場合

に該当することとなった場合には，当該各号に定める日から２月を経過す15 

る日まで，当該納税を猶予する。 

１号 当該相続〔中略〕により取得をした特例農地等の譲渡，贈与〔中略〕

若しくは転用（〔中略〕政令で定める転用を除く。）をし，若しくは

当該特例農地等につき地上権，永小作権，使用貸借による権利若しく

は賃借権の設定をし，又は当該取得に係るこれらの権利の消滅〔中略〕20 

があった場合〔中略〕において，当該譲渡，贈与，転用若しくは設定

又は消滅（以下この条において「譲渡等」という。）があった当該特

例農地等に係る土地の面積〔中略〕が，当該農業相続人のその時の直

前における当該取得をした特例農地等に係る耕作又は養畜の用に供す

る土地〔中略〕の面積（その時前に当該特例農地等につき譲渡等があ25 

った場合には，当該譲渡等に係る土地の面積を加算した面積）の１０
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０分の２０を超えるとき。 その事実が生じた日 

２号 〔省略〕 

イ 法７０条の６第５項 

第１項に規定する納税猶予期限とは，当該農業相続人の死亡の日又は相

続税の申告書の提出期限の翌日から２０年を経過する日のいずれか早い日5 

〔中略〕をい〔中略〕う。 

 法施行令４０条の７第１項 

法第７０条の６第１項に規定する農業を営んでいた個人として政令で

定める者は，次に掲げる者のいずれかに該当する者〔中略〕とする。 

１号 その生前において有していた法第７０条の６第１項に規定する農10 

地及び採草放牧地につきその死亡の日まで農業を営んでいた個人 

２号 〔省略〕 

  法施行令４０条の７第２項 

法第７０条の６第１項に規定する被相続人の相続人で政令で定めるも

のは，次に掲げる者のいずれかに該当する者であることにつき大蔵省令15 

で定めるところにより農業委員会が証明した者〔中略〕とする。 

１号 当該被相続人からの相続〔中略〕に係る法第７０条の６第１項の

相続税の申告書の提出期限までに当該相続〔中略〕により取得をし

た同項に規定する農地及び採草放牧地に係る農業経営を開始し，そ

の後引き続き当該農業経営を行うと認められる者 20 

２号 〔省略〕 

 法施行令４０条の７第６項 

  法第７０条の６第１項第１号に規定する政令で定める転用は，同項に

規定する農業相続人〔中略〕が，同項に規定する特例農地等〔中略〕を

当該農業相続人の耕作若しくは養畜の事業〔中略〕に係る事務所，作業25 

場，倉庫その他の施設又はこれらの事業に従事する使用人の宿舎の敷地
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にするための転用とする。 

 ⑵ 法７０条の６第７項等 

ア 法７０条の６第７項 

第１項の規定の適用を受ける特例農地等の一部につき当該特例農地等に

係る農業相続人に係る死亡等の日（その日前に同項各号のいずれかに掲げ5 

る場合に該当することとなった場合には，当該各号に定める日）前に当該

農業相続人による譲渡等があった場合（当該譲渡等により同項第１号に掲

げる場合に該当することとなる場合を除く。）〔中略〕には，同項に規定

する納税猶予分の相続税の額のうち，当該譲渡等があった特例農地等〔中

略〕（以下この項において「譲渡特例農地等」という。）の価額から，当10 

該譲渡特例農地等につき当該譲渡特例農地等に係る第２項第１号に規定す

る農業投資価格を基準として計算した価額を控除した残額（以下この条に

おいて「農業投資価格控除後の価額」という。）に対応する部分の金額と

して政令で定めるところにより計算した金額に相当する相続税（以下この

条において「譲渡特例農地等に係る相続税」という。）については，第１15 

項の規定にかかわらず，当該譲渡等があった日〔中略〕の翌日から２月を

経過する日〔中略〕をもって同項の規定による納税の猶予に係る期限とす

る。 

イ  法７０条の６第２項１号 

前項の規定の適用を受けない者 当該相続〔中略〕により財産の取得20 

をしたすべての者に係る相続税の課税価格（相続税法第１９条の規定の

適用がある場合には，同条の規定により当該課税価格とみなされた金額）

の計算の基礎に算入すべき同項の規定の適用を受ける者の特例農地等の

価額は，当該特例農地等につき農業投資価格を基準として計算した価額

であるものとして，同法第１１条から第１７条までの規定を適用した場25 

合において同条の規定により算出される金額 
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   法７０条の６第５項 

〔前略〕第２項第１号に規定する農業投資価格とは，特例農地等に該

当する農地，採草放牧地〔中略〕につき，それぞれ，その所在する地域

において恒久的に耕作又は養畜の用に供されるべき農地若しくは採草放

牧地又は農地若しくは採草放牧地に開発されるべき土地として自由な取5 

引が行われるものとした場合におけるその取引において通常成立すると

認められる価格として当該地域の所轄国税局長が決定した価格をいう。 

 ⑶ 法７０条の６第１０項等 

  ア 法７０条の６第１０項 

第７０条の４第７項の規定は，第１項第１号又は第７項の場合において，10 

これらの規定に規定する譲渡等があった日から１年以内に当該譲渡等の対

価の額の全部又は一部をもって農地又は採草放牧地を取得する見込みであ

ることにつき，政令で定めるところにより，納税地の所轄税務署長の承認

を受けたときについて準用する。この場合において，同条第７項中「第１

項及び第３項」とあるのは「第７０条の６第１項又は第７項」と，同項第15 

２号中「農地等」とあるのは「第７０条の６第１項に規定する特例農地等」

と，同項第３号中「第１項」とあるのは「第７０条の６第１項」と，「農

地等」とあるのは「同項に規定する特例農地等」と読み替えるものとする。 

  イ 法７０条の４第７項 

第１項第１号又は第３項の場合において，これらの規定に規定する譲渡20 

等があった日から１年以内に当該譲渡等の対価の額の全部又は一部をもっ

て農地又は採草放牧地を取得する見込みであることにつき，政令で定める

ところにより，納税地の所轄税務署長の承認を受けたときにおける第１項

及び第３項の規定の適用については，次に定めるところによる。 

１号 当該承認に係る譲渡等は，なかったものとみなす。 25 

２号及び３号 〔省略〕 
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  ウ 法施行令４０条の７第１６項 

法第７０条の６第１０項の税務署長の承認を受けようとする農業相続人

は，同項に規定する譲渡等に係る特例農地等について同項の規定の適用を

受けようとする旨及び次に掲げる事項を記載した申請書を，当該譲渡等が

あった日から１月以内に，納税地の所轄税務署長に提出しなければならな5 

い。 

１号 申請者の氏名及び住所 

２号 当該譲渡等に係る特例農地等の明細，当該特例農地等の被相続人か

らの相続〔中略〕による取得の時における農業投資価格控除後の価額

及びその計算の明細並びに当該譲渡等の対価の額 10 

３号 取得しようとする法第７０条の６第１０項に規定する農地又は採草

放牧地の明細，取得予定年月日及び取得価額の見積額 

４号 その他参考となるべき事項 

   措置法通達７０の６－３４ 

特例農地等について交換〔中略〕が行われた場合において，当該交換15 

〔中略〕が所得税法第５８条〔中略〕の規定により所得税の課税上譲渡

がなかったものとみなされたときにおける措置法第７０条の６第１９項

において準用する法第７０条の４第１５項の規定の適用については，７

０の４－３３≪交換〔中略〕により農地又は採草放牧地を取得した場合

≫を準用する。 20 

（注） なお，上記規定における措置法７０条の６第１９項は，法７０

条の６第１０項（上記ア）に相当する。 

 措置法通達７０の４－３３ 

特例適用農地等について交換〔中略〕が行われた場合で，当該交換〔中

略〕が所得税法第５８条≪固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例≫〔中25 

略〕の規定により所得税の課税上譲渡がなかったものとみなされたとき



52 

 

であっても，当該交換〔中略〕は，措置法第７０条の４第１項第１号又

は第４項の規定による譲渡等に該当するのであるから留意する。 

したがって，当該交換〔中略〕により取得した農地又は採草放牧地に

つき，同条第１５項の規定の適用を受ける場合には，当該交換〔中略〕

があった日から１月以内に令第４０条の６第２５項の規定による代替農5 

地等の取得に関する承認申請書の提出を要することとなる。 

 （注） なお，上記規定における措置法７０条の４第１５項は，法７０

条の４第７項（上記イ）に相当し，令とは，法施行令を意味する。 

⑷ 法７０条の６第１３項等 

ア 法７０条の６第１３項 10 

第１項の規定の適用を受ける農業相続人は，同項に規定する納税猶予分

の相続税の全部につき同項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する

までの間，同項の相続税の申告書の提出期限の翌日から起算して毎３年を

経過するごとの日までに，政令で定めるところにより，引き続いて同項の

規定の適用を受けたい旨の届出書〔中略〕を納税地の所轄税務署長に提出15 

しなければならない。 

イ 施行令４０条の７第２４項 

法第７０条の６第１３項の規定により提出する届出書には，引き続いて

同条第１項の規定の適用を受けたい旨及び次に掲げる事項を記載し，かつ，

大蔵省令で定める書類を添付しなればならない。 20 

１号及び２号 〔省略〕 

３号 納税猶予分の相続税の額 

４号ないし７号 〔省略〕 

ウ 法施行規則２３条の８第１２項 

施行令第４０条の７第２４項に規定する大蔵省令で定める書類は，次に25 

掲げる書類とする。 
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１号 農業相続人が相続〔中略〕により取得をした特例農地等に係る農業

経営を引き続き行っている旨の当該特例農地等の所在地を管轄する農

業委員会の証明書〔後略〕 

２号 法第７０条の６第１３項に規定する届出書の提出期限前３年間に同

条第１項の規定の適用を受ける特例農地等につき異動があった場合に5 

は，その明細を記載した書類 

３号 〔省略〕 

⑸ 法７０条の６第１８項等 

 ア 法７０条の６第１８項 

第７０条の４第１５項の規定は，第１項の規定による納税の猶予がされ10 

た場合における国税通則法及び国税徴収法の規定の適用について準用する。

この場合において，同条第１５項〔中略〕第３号中「第１項」とあるのは

「第７０条の６第１項」と，「贈与税」とあるのは「相続税」と，「租税

特別措置法第７０条の４第１項」とあるのは「租税特別措置法第７０条の

６第１項」と読み替えるものとする。 15 

 イ 法７０条の４第１５項 

第１項の規定による納税の猶予がされた場合における国税通則法及び国

税徴収法の規定の適用については，次に定めるところによる。 

  １号及び２号 〔省略〕 

  ３号 第１項の規定による納税の猶予を受けた贈与税については，国税通20 

則法〔中略〕第７３条第４項中「延納」とあるのは，「延納（租税特別

措置法第７０条の４第１項の規定による納税の猶予を含む。）」とす

る。 

 ウ 国税通則法７３条４項 

国税の徴収権の時効は，延納〔中略〕に係る部分の国税（当該部分の国25 

税にあわせて納付すべき延滞税及び利子税を含む。）につき，その延納〔中



54 

 

略〕がされている期間内は，進行しない。 

⑹ 法７０条の６第２０項 

第１項の場合において，同項の規定の適用を受ける農業相続人が次の各号

〔中略〕のいずれかに掲げる場合に該当することとなったとき〔中略〕は，

当該各号に定める相続税は，政令で定めるところにより，免除する。 5 

 １号ないし３号 〔省略〕 

４号 当該農業相続人がその被相続人からの相続〔中略〕により取得をした

第１項の規定の適用を受ける特例農地等の当該取得に係る相続税の申告

書の提出期限の翌日から２０年を経過した場合 同項に規定する納税猶

予分の相続税 10 

 

３ 農地法の定め 

⑴ ３条１項本文 

農地又は採草放牧地について所有権を移転し，又は地上権，永小作権，質権，

使用貸借による権利，賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利15 

を設定し，若しくは移転する場合には，政令で定めるところにより，当事者が

農業委員会の許可を受けなければならない。 

 ⑵ ４条１項本文 

農地を農地以外のものにする者は，都道府県知事（農地又は採草放牧地の農

業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林20 

水産大臣が指定する市町村〔中略〕の区域内にあっては，指定市町村の長。以

下「都道府県知事等」という。）の許可を受けなければならない。 

 ⑶ ５条１項本文 

農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの

〔中略〕にするため，これらの土地について第３条第１項本文に掲げる権利を25 

設定し，又は移転する場合には，当事者が都道府県知事等の許可を受けなけれ

javascript:void(0);
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ばならない。 

 

４ 所得税法等の定め 

⑴ア 所得税法３３条１項 

譲渡所得とは，資産の譲渡（建物又は構築物の所有を目的とする地上権5 

又は賃借権の設定その他契約により他人に土地を長期間使用させる行為

で政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。）による所得をい

う。 

 イ 所基通３３－１の６（乙２６参照） 

個人が他の者と土地を共有している場合において，その共有に係る一10 

の土地についてその持分に応ずる現物分割があったときには，その分割

による土地の譲渡はなかったものとして取り扱う。〔注は省略〕 

⑵ 所得税法５８条１項 

居住者が，各年において，１年以上有していた固定資産で次の各号に掲げる

ものをそれぞれ他の者が１年以上有していた固定資産で当該各号に掲げるもの15 

（交換のために取得したと認められるものを除く。）と交換し，その交換によ

り取得した当該各号に掲げる資産（以下この条において「取得資産」という。）

をその交換により譲渡した当該各号に掲げる資産（以下この条において「譲渡

資産」という。）の譲渡の直前の用途と同一の用途に供した場合には，第３３

条（譲渡所得）の規定の適用については，当該譲渡資産（取得資産とともに金20 

銭その他の資産を取得した場合には，当該金銭の額及び金銭以外の資産の価額

に相当する部分を除く。）の譲渡がなかつたものとみなす。 

１号 土地（建物又は構築物の所有を目的とする地上権及び賃借権並びに農地

法〔中略〕第２条第１項（定義）に規定する農地の上に存する耕作に関す

る権利を含む。） 25 

  ２号ないし５号 〔省略〕 

javascript:void(0);
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５ 国税通則法の定め 

 ⑴ ２条８号 

法定納期限 国税に関する法律の規定により国税を納付すべき期限〔中

略〕をいう。〔後略〕 5 

⑵ ５６条１項 

国税局長，税務署長又は税関長は，還付金又は国税に係る過誤納金（以下

「還付金等」という。）があるときは，遅滞なく，金銭で還付しなければな

らない。 

⑶ア ７２条１項 10 

国税の徴収を目的とする国の権利（以下この節において「国税の徴収権」

という。）は，その国税の法定納期限〔中略〕から５年間行使しないこと

によって，時効により消滅する。 

 イ 同条２項 

国税の徴収権の時効については，その援用を要せず，また，その利益を放15 

棄することができないものとする。 

 ウ 同条３項 

国税の徴収権の時効については，〔中略〕民法の規定を準用する。 

⑷ア ７４条１項 

還付金等に係る国に対する請求権は，その請求をすることができる日から20 

５年間行使しないことによって，時効により消滅する。 

 イ 同条２項 

第７２条第２項及び第３項（国税の徴収権の消滅時効の絶対的効力等）の

規定は，前項の場合について準用する。 

以 上 25 


